認可地縁団体の代表者変更、規約変更について
認可を受けた地縁団体は、告示事項の変更があったとき、規約の内容を変更するときには、市に届ける必要があります。

市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
【提出する書類】

代表者変更
代表者が交代した時は、「告示事項変更届出」の手続きをしましょう。
１．告示事項変更届出書
２．代表者の就任承諾書
３．総会議事録（代表者が変更された旨を証する書類）

規約変更
規約を変更する場合には、以下の書類を提出してください。

　なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出書」が必要です。
※住居表示による住所変更も届出が必要です。

１．規約変更認可申請書 

２.告示事項変更届出書（変更内容が告示事項である場合）

３．規約変更の内容（新規約、新旧対照表等）及び理由を記載した書類 

４．総会議事録（規約変更を総会で議決したことを証する書類） 

《書類の提出者名について》

※様式は、市ウェブサイトへ掲載しています。

※総会議事録については、「原本」または「原本の写しに原本証明を記入したもの」をご提出ください。
　（原本証明については、議長等が余白部分に「これは議事録の原本に相違ない」と記入し、氏名を自署（押印不要）または、記名押印してください。）

【書類審査】

書類審査の結果、要件を満たしていれば、市長が認可・告示して手続きは

完了です。認可・告示の通知書を代表者の方に送付します。

なお、審査には１ヶ月程度かかります。年度初めは書類提出が集中するため、２ヶ月～３ヶ月かかることもございます。

                                                  　　　　年　　月　　日
　山 口 市 長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認可地縁団体の名称及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名及び住所
                                        　氏　名    　　　　　　　　　（※）
                                          住　所
（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
告示事項変更届出書
　下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。
記
１　変更があった事項及びその内容
２　変更の年月日
３　変更の理由
                                                  　　　　年　　月　　日
就　任　承　諾　書
　私は、　　年度　　　　　自治会（臨時・通常）総会において、　　　年度の会長（代表者）に選任されましたので、就任することを承諾いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名                          （※）
（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
                                                  　　　　年　　月　　日
　山 口 市 長　　様
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認可地縁団体の名称及び
  　　　　　　　　　　　　　　　　　    主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名及び住所
                                        　氏　名    　　　　　　　　　（※）
                                          住　所
（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
規約変更認可申請書
　地方自治法第２６０条の３第２項の規約の変更の認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。
（別添書類）
　１　規約変更の内容及び理由を記載した書類
　２　規約変更を総会で議決したことを証する書類
書類提出日時点の自治会長名でご提出をお願いいたします。


例）４月１日に会長が交代する場合


３月３１日までに提出する場合→旧会長名


４月１日以降に提出する場合→新会長名
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